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午前１０時開議 

  

No.2 ○議長（安井 明議員）  

 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員 20名でございます。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付をいたしました議事日程表に従い会議を

進めます。 

 日程１、一般質問に入ります。 

 最初に１８番 堀田勝司議員、登壇にてお願いいたします。 

  

No.3 ○１８番（堀田勝司議員）  

 皆さんおはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさしていただきます。 

 まず、市民の皆様にかわりまして、小浮副市長にさまざまなことをお聞きいたしますの

で、真摯にお答えいただくことを期待しています。 

 ちまたでいろんな話が出ておりますが、私はあなたの個人情報を悪用しようなんてことは

考えておりません。 

 行政の事務方のトップとして、あなたをお迎えしたのですから、少しでもあなたを知りた

い、また、市民の皆様にお知らせしたいとの思いで、いろいろとお聞きする次第であります

ので、よろしくお願いいたします。 

 いろいろ言いますと、前の石川源一副市長においては、お父さんは元県会議員さんで、

我々の先輩でもあった方でありますし、私とは同級生でありましたので、よく知った仲であ



りまして、いろんなことを聞かなくてもわかっているわけであります。 

 そして前平野 隆副市長においても、僕の親友の弟なので、職員時代からじっこんの仲

でありまして、大変よく知っていたわけで、それも細かいことを聞かなくても、本当にいろん

なことまで全て知っているようなことであります。 

 職員時代からじっこんにしておりましたんで、そんなわけで聞かなくてもわかっているとい

うことで、その前の元永松副市長におかれましても、職員時代から公私にわたって議論し

たり、いろんなことで交渉事がありまして、そんな交渉をした仲でありましたんで、家族の

奥さんともども、よく知っているんで、まあ聞かなくてもいいようなことでありますけれども、

私としては小浮副市長、あなたのことを全く知らなかったわけであります。 

 まあ言いますと、突然天から降ってきた宇宙人なのかなと、そんな感じとしか見られなか

ったわけでありますけど、市民の皆さんにしても全く同じような気持ちだと思います。 

 よって、あなたをみんなに広く知ってもらうために、ぜひ真摯にお答えいただくことを希望

するものでありまして、その姿が期待に応えられるようなものでありましたら、逆に私たち

にとって、それは大変評価するものでありますし、場合によっては意気投合できるやもしれ

ません。 

 ですから、なるべくお答えをいただくようにお願いをしたいと思います。 

 まず住所、現住所は、実はどこにあるんでしょうか。 

 あのときに、まだ東京にありましたので、８月 20日現在ということで、お答えいただけれ

ば結構であります。  

 次に、履歴書で見たところ、イオンの退社前に会社を興されております。この件に関しま

しては、イオンの就業規則に違反していませんかということであります。 

 次に、副市長に専念してもらいたいが、その考えはあるのかということで、会社と両方や

っていかれるのかどうかということであります。 

 そして４番目として、１人社員の会社のようでありますが、いろんな今ネット上で調べられ

ますし、官報にも載りますので、よくわかりますが、この会社経営は、あなたとしては今後

どのようにしていかれるのかということです。 

 家族構成はどんなふうでありましたでしょうかということですね。 

 扶養される家族はおみえになりますでしょうか、これもお聞きいたしたいと思います。 

 そして次に、趣味とか特技、その辺もお聞きしておれば、趣味がお互いに合うようなもの

があれば、よく話が合うのではないかと、そんなふうに思っております。 

 そして、あなたの性格ですね、これを皆さんにお話ししていただいて、こういう性格だから

というような話をしていただければ、意気投合できる部分があるのではないかと、そんなふ

うにも思っております。 

 そして経歴の中に、法科大学院を卒業してみえるということでありましたので、法科大学

院というのは、我々の浅はかな知識かもしれませんけども、司法試験の目的のためにでき

た学校ということでありますので、もし、その司法試験を受けたことがあるのかどうかという



ことをお聞きしたいわけです。 

 合格したか、してないかなんてという話は、聞くつもりは毛頭ありません。 

 次に、市長に対しまして、いわゆるイエスマン型でいくのか、意見提案型でいくのか、あ

るいは「市長、おいさめいたします」といういさめ型でいくのか、どのような立場をとられる

のかということをお聞きいたします。 

 次に年収1,300万、ちまたの皆さんに聞きますと、「そんなんだったら、その金目当てに来

たんじゃないか」と、そんなうわさもありますので、無理にはお聞きしませんが、去年の年

収が幾らだったかということを聞きたいと思います。  

 答えられたくなければ、この件に関しては無理にはお聞きいたしません。 

 そして、どんな理由で副市長に公募で応募をされたのか。これは選考委員会の方のほう

には出されておりますけど、私どもにはわかっておりませんので、ぜひ、お知らせをいただ

きたい。 

 そして、今までと全く畑違いの職業であります。職責を全うしていただける自信はあるの

か、その点についてお聞きをいたしたいと思いますので、真摯にお答えいただくことをお願

いいたします。 

 続きまして、小中学校で着衣水泳を実施してはという件であります。 

 池や川で落水したときの水難事故など、津波にのみ込まれた場合などに、やっぱり自分

で自分の命を守ることが大切であると考えております。 

 かなり水泳の達者な人でも、着衣のままだと溺死しやすいということが言われておりま

す。 

 着衣水泳という簡単なことを知っているのと知らないのとでは、結果において、助かるの

か、溺死してしまうのかということで、雲泥の差があるということを言われております。ぜひ

とも、早急に取り入れて実施していただきたい。 

 かつて、私が１期のときに提案したこともあったんですが、実は、そのころと着衣水泳と

いうものの中身がかなり変わってきております。 

 当時に比べますと、ペットボトルの普及、あるいはクーラーボックスの普及、いわゆる発

泡スチロールとか、洋服や靴までもが、以前と比べると非常に浮きやすい素材が使われて

おります。 

 私がその当時、あるいはそれ以前に着衣水泳ということで習ったときには、我々の時代

は落水したらすぐに服を脱ぎなさい、靴を脱ぎなさい。でないと、動きがとれないから溺れ

ますよというようなふうに、我々の時代は習ったんでありますが、今いろんなとこで話を聞

いたり、ネットで調べたりしますと、服はなるべく着たままにしなさいと、体の体温が下がる

のを防げる効果もあります。 

 靴は、靴のままクロールでは泳ぐことはできませんが、今の靴、そのまま水に濡れても浮

くことができる素材が多く使われておりますので、靴も脱がないように。体の温度を保って

いたり、あるいは、浮くための浮力の足しになっていたりするということでありますので、随



分と中身が変わってきております。 

 ネットで調べたりしますと、洋服でも、今の洋服はファスナーとかいろんなものが使われ

ておりまして、ファスナーも空気が余り抜けないような形になっておりまして、その中に空

気をため込んで、仰向けに浮いているのが一番いいのではないかと、そんなように言われ

ておるようであります。 

 いわゆる防災訓練とか水防訓練ということでやられておりますが、それよりも１つの命を

救うということにおいては、身近に感じる訓練だと思いますので、ぜひとも小中学校で着衣

水泳をやっていただきたいなと思う次第であります。 

 近年の小学校の教員採用条件というのか、かつては「小学校の先生は泳げること」とい

うことがありまして、聞くところによりますと採用試験の中にもあったと、そのように聞いて

おりますが、今はもう泳げることという条件がなくなっております。 

 泳げない先生が、多分いるのではないかというふうに推量しておりますけども、泳げない

先生にも、特に、この着衣水泳をやっていただくことで効果があるのではないかと。 

 そして、そういうことはあってはいけないですけども、万が一、学校行事等のときに、そん

なことが起きたときには、子どもの命を守ることができるようなことではないのかなというふ

うに思っております。 

 いわゆる、水に対する恐怖心というのが、一番不幸な結果を招くことになっているのであ

りますので、その恐怖心をとるということで、１回でもそういうことを体験していれば、その

恐怖心というものがとれるというふうに考えております。 

 そんなことから、着衣水泳を指導することによって、大切な命が守られると信じておりま

す。 

 イギリスやオランダでは、護身として着衣水泳が取り入れられていると聞いております。 

 最後に、２学期が始まってプールを使用しなくなる前日に使えばなんてと書いてあるんで

すけど、この間聞いたところによりますと、小学校では２学期にはプールをもうやらないそ

うで、１学期にプールは終了だということでありますので、ちょっとここの部分を訂正してい

ただければいいんですけれども、ただ、まだプールの水がありますし、この面におきまして

も、靴とかが入りますので、衛生面でちょっと問題があると思いますので、まだまだ暑い日

がありますので、少しでも早く着衣水泳を実施いただければいいのではないかと、こんな

ふうに思って質問さしていただきます。 

 よろしく、答弁をお願いいたします。 

 以上で壇上の質問を終わります。 

  

No.4 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 小浮副市長。 

  



No.5 ○副市長（小浮正典君）  

 では、私宛てにいただいた 12項目のご質問についてお答えしていきたいと思います。 

 いただきました質問項目のうち幾つかは、私の趣味とか、そういったところは、私のプラ

イバシーに係る部分ですし、全ての質問について答えさせていただくべきなのかどうかに

ついて、私自身、正直判断しかねましたので、念のため豊明市議会の会議規則をひもと

かせていただきました。 

 一般質問を規定しました第 62条というのがございます。「議員は、市の一般事務につい

て議長の許可を得て質問することができる」とございます。 

 私の家族構成とか趣味というのは、一般には市の一般事務というものには、通常当たら

ないと思いますけれども、議員ご指摘のとおり、私が公募というプロセスを経て副市長の

任命を受け、議会の同意を得たというプロセス。 

 また、議員がご指摘のとおり、私がこれまでは豊明市、さらには愛知県とも縁がなかった

ということ、あるいは、市民の皆様が広く知りたいだろうというようなお話もありました。 

 そういったことも踏まえまして、規則の文言からすれば、異例なこともあるかと思います

けれども、順にお答えしていきたいというふうに思います。 

 まず、現住所についてです。 

 ８月20日の時点は、８月の16日の議会で同意でございましたので、引っ越しが済んでお

りませんでした。ですから、８月 20日時点は以前の住所、東京都中央区内に住所を置い

ておりました。 

 ８月 17日に副市長に就任させていただいたんですけれども、それ以降は、豊明市内で

ホテル暮らしをしておりました。 

 ８月 26日に、豊明市内に引っ越して、住所異動の手続も済ませております。現在の住所

は豊明市内になっております。 

 それから次に、イオンの退社前に起業したことになりますけれども、イオンの就業規則に

は、それが違反していないかというご質問だったと思います。 

 確かに、私はイオンの退職前の有給休暇の消化中に会社を興しております。イオン株式

会社の就業規則というのは、これは完全な社外秘の資料になっておりまして、私はもう既

に退社しておりますので、その就業規則を持っておりません。 

 ですから、正確な記述は今現在わからないんですけれども、従業員がほかの会社の役

員であるということ、そのものは規則違反にはなりません。それを確認して会社を興してお

ります。 

 ですから、私はイオンから退職金も満額いただいておりますし、実は、昨日もイオンの役

員から、「おまえ、ちゃんとやっているか」というような励ましの連絡もいただいております。

そういった状況にございます。 

 また、イオン株式会社への就業義務についても、５月末にイオンを退社しておるんですけ

れども、それまできちんと果たしております。 



 続きまして、副市長に専念する考えはあるかというご質問だったと思います。 

 副市長職には全身全霊で専念するつもりです。そのために、市役所から徒歩で数分のと

ころに住居を移しております。 

 続きまして、私が代表を務める会社の今後の経営です。 

 この会社は合同会社でございまして、１人会社もできるんですけれども、実際は、私のほ

かに友人１名が共同経営者として商業登記しております。 

 ですから、１人会社ではございません。２人で経営しております。 

 今後ただ、私がこの業務には携わることはなくて、もう一人の共同経営者のほうが、事業

を継続していくということになっております。それは共同経営者のほうも認めております。 

 続きまして、私の家族構成についてです。 

 世帯は単身で、私が世帯主です。 

 扶養家族はございません。 

 私の趣味についてのご質問もあったと思います。 

 私の趣味は相撲です。特技も相撲です。大学時代に相撲部にいた関係でございます。 

 続きまして、性格です。 

 性格というのは、自分でなかなか判断しづらいところでございますので、皆様で、いろい

ろ昨日も早口じゃないかとか、いろんなことを言われておりますので、多分しばらくしました

ら、皆さんで判断いただけるのではないかというふうに思っています。 

 続きまして、私が法科大学院を卒業していることに関連して、司法試験の受験経験につ

いてですね、司法試験の受験は実際はしておりません。私の場合、来年と再来年の司法

試験の受験資格が、実はございます。  

 ただ、先ほども申し上げたように、副市長職に専念するために受験を見送ると。12月に

たしか手続が必要だったと思うんですけれども、その手続はしないようにしたいと思ってい

ます。 

 続きまして、市長に対してイエスマンでいくのか、意見提案型といったようなご質問があ

ったと思います。 

 ８月 17日以降、市長とは毎日、いろいろなお話をさせていただいております。市長は、基

本的には私に従えみたいなことは一切、一言もお話になったことはないです。 

 どちらかというと、厳しく就任直後から、これまでの経験を活かしてどんどん提案しろとい

ったことを言われております。 

 民間から行政の分野に入った自分の役割というのは、やはり提案をどんどんさせていた

だくことだというふうに考えておりますので、意見提案型と考えていただいて結構かと思い

ます。 

 続きまして、去年の私の年収についてです。 

 イオン株式会社の賃金体系というのは、これまた社外秘の事項になっておりますので、



元従業員として守秘義務もかかっています。ですから、詳しい回答は差し控えます。 

 ただ、どうしても副市長職の今現在の年収というのが、非常に高いものになっていますん

で、まあ金目当てじゃないかというようなご指摘が、あるいは、市民の方の考えというのも

あるというふうに私も聞いております。 

 そういった意味で答えますと、私の直近の年収は、ほぼ同じ程度だったというふうに思い

ます。 

 続きまして、副市長職に応募した理由についてです。 

 これは、公募のプロセスは最終、市民の方に公開した形で行われましたけれども、その

ときにお話ししたものと同じになります。 

 私が豊明市の副市長職の公募に応募したのは、石川市長が掲げられている「徹底した

情報公開による市民自治の確立」といった考えに共鳴したことが、最大の理由でございま

す。 

 少子高齢社会が今後急激に進みます。そうした中で、今後の福祉関連予算の支出の増

加に備えて、地方自治体は行政を小さくしていく必要があります。 

 一方で、高齢者や子育て世帯が暮らしやすいまちも実現していく必要があります。豊明

市は地理上も人口上も非常にコンパクトであって、大都市隣接のまちであるにもかかわら

ず、まつりや伝統文化の継承などを通じて、地域のコミュニティーが息づいていると感じて

おります。暮らしやすいまちづくりというものが、実現できるんではないかというふうに夢が

膨らんでおります。 

 最終的に公募に対して応募させていただいたのは、公募のプロセスの最終面接が、先

ほど申し上げたように、住民公開で実施されるということを知りました。 

 私、愛知県にも地縁がなかったわけですけれども、地縁のない自分でも、そういった状

況であれば役に立てるのかどうか、そういったことを客観的に見ていただけるんではない

かというふうに思いまして、応募した次第でございます。 

 最後に、職責を全うする自信はあるのかというご質問だったと思います。 

 議員からの叱咤激励だというふうに私は捉えております。まことにありがとうございます。 

 私は、４年間の職責を全うする所存でございます。責任を貫けるよう、全てのほかの仕

事、住まいなどは、全部整理してしまいました。 

 ですから、副市長職にもう全身全霊を込めて集中できるようにしております。副市長職に

専念して、職責を全うできるように日々努力してまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

  

No.6 ○議長（安井 明議員）  

 津田教育部長。 

  



No.7 ○教育部長（津田 潔君）  

 それでは、２項目目の小中学校での着衣水泳指導についてお答えいたします。 

 現在、授業に着衣水泳を取り入れている学校は、小学校で２校であります。 

 １校は、夏休み中に水泳指導の場で希望対象者に実施し、もう一校は、６年生の総合的

な学習の時間で実施しております。 

 学習指導要領により小学校５・６年生と中学校において、各学校の実態に応じて取り扱う

というふうに規定されておりますので、教育委員会と学校現場で十分協議の上、全校で少

なくとも１回は着衣水泳が経験できるようにしたいというふうに考えております。 

 以上、終わります。 

  

No.8 ○議長（安井 明議員）  

 一通り答弁は終わりました。 

 堀田勝司議員。 

  

No.9 ○１８番（堀田勝司議員）  

 真摯に答えていただきまして、副市長ありがとうございます。 

 １つだけ、確認をさしていただいておきます。 

 現在のやられていた会社ですね、これはあなたのどっかのブログで拾ったんですが、代

表１人で、あなたが全額出資をして設立をされておるわけでありますね。 

 その部分におきまして、この代表者の交代というのは、登記をなされるんですか、なされ

ないんですか。 

  

No.10 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 小浮副市長。 

  

No.11 ○副市長（小浮正典君）  

 お答えします。 

 恐らく、そのブログというのは、合同会社というのは、非常に低価格で設立ができる手続

になっておるんですけれども、その手続を誰もがわかりやすいようにするためのブログを

開いておりました。 

 友人のほうに確認したんですけれども、それについて、そういったことで、その情報を公

開するというのは、私は控えたいということでございましたので、ただ、そのブログの内容

についての情報としては、１人会社になっています。 

 ただ商業登記、これは私の実家のある大阪のほうでしておりますけれども、これは基本



的にはコンサルティング会社なので、どこでも特に問題はないというふうに、それは税務署

とか、そういったとこで聞きましたので、大阪に置いておるんですけれども、そこでは２人会

社、２人の会社として商業登記をしております。 

 以上です。 

  

No.12 ○議長（安井 明議員）  

 堀田勝司議員。 

  

No.13 ○１８番（堀田勝司議員）  

 それとあと１つ、これは、あなたの会社がどうとかということではありませんけど、先日の

中日新聞に実は「減らない投資詐欺被害、バーチャルオフィスを悪用」ということで、あな

たの東京の会社ですね、住所等々からいろいろと調べさしていただきましたら、このいわ

ゆるバーチャルオフィスを利用されてみえるということであります。 

 きょうの中日新聞によりますと、豊明市内で振り込み詐欺の電話ですか、が６件ほどでで

したかね、ちょっと数字は細かく覚えておりませんが、それがかかってきております。 

 世間的にはこういうことで、みんなやっぱりいろんなことで心配をしておるわけであります

ので、ぜひ、このバーチャルオフィス、これは起業するときには大変都合のいい、お金のか

からないシステムでありますけど、我々として、全体として、こういうとこに会社があるとい

うと、非常にこういうことに取り込まれてはせんだろうか、こういうことに利用しとらせんだろ

うかと、非常に不安に思うわけでありますので、ぜひともその辺も、今後ともうまく、まあそ

んなことは、あなたがここにおるわけでありますから、いわゆる投資詐欺で行ってみたらも

ぬけの殻であったとか、そんなようなことはあり得ないわけでありますので、今後とも、こう

いうことの１つの事件の中で出てくる、新聞にも発表のありますようなシステムであります

ので、ぜひとも気をつけていただければと思いまして、その分に関しては答弁は要りませ

ん。大丈夫です。 

  （議長、１点だけ答弁させていただきたいと思いますの声あり） 

  

No.14 ○議長（安井 明議員）  

 小浮副市長。 

  

No.15 ○副市長（小浮正典君）  

 はい、ありがとうございます。 

 実は、この銀座のオフィスというのは、東京のほうで非常に注目されておりまして、バー

チャルオフィスではございません。 

 フリースペースという形にしておりまして、120席ぐらいあるんですけれども、その会員が

それぞれの決まった席ではなくて、それぞれの席に、自分の好きな席に座って仕事をする



といったような形の展開をしている会社と契約さしていただいております。 

 ですから、私はこの豊明市に来る前は、ほぼ毎日、このオフィスにおりました。 

 その起業されている方は女性の方なんですけれども、その方はそういった形で、バーチ

ャルオフィスという危険性も認識しながら、そのフリースペースを活用することによって、し

かも銀座という、東京では一様に取引先と会いやすいといったところのスペースをつくっ

て、さらに相談するスペースもフリーにつくって、そういったことの展開をされている会社な

んですけれども、そこで仕事をしていたということでございます。 

 ですから、バーチャルではございませんでした。 

 以上です。 

  

No.16 ○議長（安井 明議員）  

 堀田勝司議員。 

  

No.17 ○１８番（堀田勝司議員）  

 市長に対して、先ほどのイエスマン型かどうかという話じゃないんですけど、まあ提案型

でいくんではないのかなと、そんなふうにお答えをいただきましたので、ぜひとも、そういう

形でいっていただきたい。 

 イエスマンで固めるだけでしたら、それは独裁になってしまいますので、我々が期待する

のは、副市長に期待するのは、ぜひ意見提案型でいっていただきたい。 

 そしてそこで、民間で今まで培われた能力、それを市政に活かしていただければ幸いか

と思います。 

 １つ、この件で最後にお聞きしたいんですけども、今まで民間出身者として約２週間です

か、そこで得られたわけでありますけれども、いわゆる行政としての問題点というのはどこ

か、発見されましたでしょうか。 

  

No.18 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 小浮副市長。 

  

No.19 ○副市長（小浮正典君）  

 問題点というよりも、やはり民間と違って、民間というのはある意味、事業がうまくいかな

くなると、そこから撤退できるという、そういったことがあるんですけれども、行政はそれが

できない。市民の方々の生活を長年にわたって支えていかないといけない。それが１つ。 

 それから、いろんなお金の支出について、民間の場合は、正直に言うと、決裁してしまう

と、契約のところで、いわゆる法務部というのが社長の印鑑を預かって、判こを押すといっ



た形のプロセスしかないんですけれども、そのお金の支出について、やはり市民の皆様か

ら税金といった形、まあいろんな形でお金を預かっていることを踏まえて、非常に厳密な管

理をされているといったことが、気づいたとこです。 

 さらに、それに加えて、市長もよくお話しされるんですけれども、非常に稟議書の数が多

過ぎるんですね。そういった形で今ちょうど、市役所の中でも業務改革のプロセスをもっと

簡潔に、必要のあるところはきちんと必要のある形にしようといった形で進めていただいて

おりますので、私もその結果を踏まえて、いろんな意見を申し上げていきたいなというふう

に思っています。 

 以上です。 

  

No.20 ○議長（安井 明議員）  

 堀田勝司議員。 

  

No.21 ○１８番（堀田勝司議員）  

 実は、私どもも中におって、決裁の書類が多過ぎるというのは常々感じております。 

 そして何ていうのですか、建設業の方から、小さな工事でも大きな工事でも同じだけ書類

が要ると。書類だけつくっておるだけでこんなになってしまう。 

 そんな状況では、大きいのはたくさんできるだろうけど、小さな工事は少しの書類でもで

きるようなふうにはならぬのかというような話もお聞きしたことがありますんで、その辺を含

めて、ぜひとも市長に提案型の副市長として活躍していただくことをお願いして、この件に

ついては終わります。 

 続いて、着衣水泳ですが、先ほど壇上で言いましたけども、てっきりまだプールを、小学

校は２学期もあるものだと思って、その最後のときにやってもらえばいいわねというような

話で、質問もしたんでありますけども、この間の話で、小学校は１学期でもう終了だという

ことで、２学期にはプールの時間はありませんよというような話でしたけども、とにかく水難

事故の場合に、一番何ていうのか問題は、助かるか助からないかということであるんです

よね。で、その２つしかないんですよ。 

 そのときに、助かる確率を高くするのは、いわゆるこういうことを経験させることなんです

よ。泳げない人というのは、この中で我々の時代だと、いろんなとこで泳ぎを覚えさせられ

た時代ですので、多分大体の人が泳げるかと思うんですけども、今の人はプールしか入っ

てない。 

 だもんですから、いわゆる池とか海とか川とか、そういうとこに行ったときに、少々泳げて

も、その状況で泳げなくなってしまう、水を飲んでしまったりとか、慌てたりして。 

 プールというのは、全く波のないとこでやるんで、その中だと流れもないということなん

で、その中でやっぱり経験することということが大切だなと思うんです。 

 ですから、その中において、この着衣という状況が一番生存率の高くなる、１つの訓練だ



と思うんですよ。 

 ですから、これかなり前に１回質問しただけでほかってあったんだけども、ぜひとも取り

入れていただきたいと。 

 夏になると、必ずどっかで子どもが溺れた、川に流されて死んだ。あるいは、子どもが流

されて、逆に助けにいったお父さん、お母さんが死んでしまったとか、そういうのがあるん

ですけども、その状況で、やはりこれを経験していれば、かなりの助けられる確率、そして

同じ助ける状況においても、裸でいる人を助けるよりも、服を着ている人を助ける方が助

けやすいとか、そういうことや、いろんなことがあるんですが、とにかく検討してやっていた

だける回答なんでいいんだけども、ぜひとも早くやっていただきたい。 

 今まだ、こんなに暑い時期ですので、プールを使用しても天候的に問題がないと思いま

す。 

 そして、やっぱりさっき言ったように、衛生面でクリアできないものが前にあったという話

も聞いておりましたんで、そういう意味で今なら、もうこの後、ずっと来年まで水を使わない

わけでありますから、経費的にも、そういう水の入れかえということもやらなくて済むもん

で、ぜひともですね、早急にやってもらいたい。 

 次のどっかの機会に、校長会、あるいは、そういうところの機会にでも、ぜひやってもらえ

るような話をしていただきたいんですけども、どうなんでしょうか。 

  

No.22 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 津田教育部長。 

  

No.23 ○教育部長（津田 潔君）  

 それでは、お答えいたします。 

 まず最初に学校のプール事業、こちのほうは６月の中旬から終業式ですね、１学期の終

業式まで約 10時間程度、今、水泳の指導を行っております。 

 それで先ほど、小学校２校で着衣水泳を行っているということで、少しご紹介いたします

と、１校は双峰小学校でございます。 

 夏休みの期間中、水泳指導というのが、７月の 23日から８月の３日までの間に行われま

して、その間、９日間の最終日に双峰小学校の全児童、これは希望者が対象であります

が、今年 113名参加して着衣水泳を実施いたしました。 

 双峰小学校は全児童で 240名ですので、約半分近くが参加したということになっておりま

す。 

 そして中央小学校、もう一校は中央小学校でございます。 

 こちらは、総合的な学習の時間で６年生を対象に、６年生は約 150名おるわけですが、こ

れが近々、今週の金曜日、９月の７日の金曜日、昼から着衣水泳、５時間目と６時間目の



授業で着衣水泳を行います。 

 中央小が、なぜ９月に入ってからかと申しますと、中央小学校は学校プール開放の関係

で、８月 26日までプール開放をしておりました。そして、その後に衛生管理等の問題、先

ほどお話しいただきましたが、そういうこともありまして、今週の金曜日に着衣水泳という

のを実施する予定でおります。 

 着衣水泳につきましては、議員おっしゃられるように、本当に命を守るため、いざというと

きにパニックを起こさないようにということで、まず動きにくい、泳ぎにくいということを感じ

る。それから、無理に泳ごうとしない。そして背浮き、仰向けになって助けを待つ。そのとき

にペットボトルを使ったりとか、クーラーボックスを使ったりとか、そういう体験をさせること

が非常に大切というふうに考えております。 

 着衣水泳の実施については、学校の実情に合わせまして、今後ですね、対象学年、そ

れから、いつの時期に実施したらいいか学校と早急に詰めまして、全校で、先ほど申しま

したように、必ず少なくても１回は体験できるように、早急に進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 以上、終わります。 

  

No.24 ○議長（安井 明議員）  

 堀田勝司議員。 

  

No.25 ○１８番（堀田勝司議員）  

 ぜひとも、自分の命は自分で守ると。津波のときにも、実はネットで見ておりましたら、津

波のときにも、この経験したことで助かった人がいたと、そういうのも出ておりましたんで、

ぜひともお願いしたい。 

 それで、先ほども言いましたけれども、今、先生の採用条件に泳げるということがなくなっ

てしまったということであります。 

 テーマでは、小中学校での着衣水泳をということでありますけども、できるならそのとき

に、もしも泳げない先生がおるようでありましたら、その先生にも、これを体験していただく

ように、ご指導いただけたらと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

  

No.26 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 津田教育部長。 

  

No.27 ○教育部長（津田 潔君）  

 議員おっしゃられるように、以前は、教員の採用試験のときに泳げるということで、実地



までやったというようなことを私も聞いております。 

 そして最近は、その泳げるという条件が、教員採用試験のほうで除かれたということも承

知しております。 

 プールの授業を、教師として児童生徒を見守る上で、教員が水泳等、そういう泳げないと

いうことでは、やはり児童生徒に対して指導等ができませんので、こういう着衣水泳の機

会もとらえて、教員のほうも指導していくように考えております。 

 以上です。 

  

No.28 ○議長（安井 明議員）  

 堀田勝司議員。 

  

No.29 ○１８番（堀田勝司議員）  

 今、すばらしい回答をしていただきましたんで、もうそれ以上は必要ないかと思います。 

 ぜひとも、そういう意味で、子どもの命は自分たちで守ることも大切、そして、守れる人が

守ることも、もちろん当然のことでありますんで、そういう意味におきまして着衣水泳をして

いただいて、万が一の犠牲者を１人でも少なくしたいと思っておりますので、よろしくご指導

をしていただきたいと、かように思っております。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

  

No.30 ○議長（安井 明議員）  

 これにて、１８番 堀田勝司議員の一般質問を終わります。 

 ここで、10分間休憩といたします。 

 
午前１０時３９分休憩 

 
午前１０時４９分再開 

  

No.31 ○議長（安井 明議員）  

 休憩を解き、休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 １２番 山盛左千江議員、質問席にて質問願います。 

  

No.32 ○１２番（山盛左千江議員）  

 それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。 

 まず第１問目、改定介護保険料について、市民への説明責任は果たせましたかと、そう

いう視点で質問させていただきます。 

 先の３月議会で第５期の介護保険料が確定されました。介護サービスの利用料の増



加、介護報酬の改定、介護サービスの充実などにより、65歳以上の方の保険料基準額

は、第４期より値上げとなりました。 

 市長は介護保険料 10％の軽減をマニフェストに掲げており、保険料給付見込み総額の

約 10％に当たる２億 5,000万円相当の基金を取り崩すことで、基準額が 5,052円になると

ころを 4,529円に、値上げの額でいいますと 1,207円上がるところ、684円の値上げに押さ

えたというところでありました。 

 議会では、介護保険料の改定に対する質疑は少なく、反対者１名と、私としてはかなりす

んなり可決されたなという印象を持ちました。これは、保険料の改定に妥当性があると、多

くの議員が判断したことによると思います。 

 ところが可決後、その介護保険料の改定について市長に対する問責決議が提出され、

10対７の賛成多数で可決されました。 

 問責の中身を一部読み上げますと、「多くの市民が現在、第４期の保険料から一律 10％

を軽減されると思っている。市長が誤った情報発信をしたことで、市民が大きな誤解をする

という混乱を生じさせた市長の責任は極めて重大である。豊明市長の信頼を失墜させたこ

とに対する市長としての責任を強く問う」といった内容でありました。 

 その後、介護保険料は確定され、既に各個人に通知されているところであります。 

 そこで、お伺いいたします。 

 まず３月議会、この問責決議が提出された時点で、改定介護保険料について、市民から

苦情あるいは問い合わせなど何件あったんでしょうか。その内容はどのようなものであり

ましたか、お願いします。 

  

No.33 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.34 ○参事（神谷巳代志君）  

 議員が申されました３月議会最終日翌日の時点で、問い合わせは電話や窓口で数件ご

ざいました。 

 その内容でございますが、第４期の保険料から 10％下がると思ったが、実質値上げでは

ないかとか、また、何を基準に 10％軽減するのか明記されていないではないかといったご

意見もございましたが、私どもといたしましては、市長がマニフェストに掲げられた事項で

あり、２億 5,000万の介護基金を取り崩し、第５期介護保険料の基準額を 10％軽減すると

いう、首尾一貫した市長の考えのもと、ご説明をすることにより、ご理解はいただけたもの

と考えております。 

 終わります。 

  



No.35 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.36 ○１２番（山盛左千江議員）  

 今の答弁ですと、問責決議が出されて、新聞にそのことが大きく報じられましたが、その

新聞記事を読んで問い合わせがあったということで、問責決議が出されたとき、出される

以前に、市民が混乱をしているとか、信頼を失墜したというようなことは、起こっていなかっ

たということでよろしいですか。 

  

No.37 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.38 ○参事（神谷巳代志君）  

 介護保険料、議会の最終日に決定をされましたので、その決定後、翌日でございます。 

 終わります。 

  

No.39 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.40 ○１２番（山盛左千江議員）  

 はい、わかりました。 

 ４月に介護保険料の仮算定が 65歳以上の方に送付され、そして７月に決定通知書が送

られていると思います。 

 実際、自分の手元に、これから払う保険料が通知された後、どのような市民の反応があ

ったんでしょうか、内容あるいは件数をお願いいたします。 

  

No.41 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.42 ○参事（神谷巳代志君）  

 ４月の仮算定の発送時の問い合わせの件数は約 60件、そして７月の本徴収、確定賦課

のときの件数は約 50件ほどございました。 

 内容といたしましては当然、保険料の改定でございますので、保険料の算定方法につい



ての問い合わせ、また保険料が高いというご指摘、さらには、第４期の保険料から 10％軽

減されるんではないかといったようなご趣旨のご質問等々でございました。 

 終わります。 

  

No.43 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.44 ○１２番（山盛左千江議員）  

 今の数字をざっと計算すると、65歳以上の方の人口が１万 4,609人、８月現在ですけれ

ども、いらっしゃいますので、問い合わせ、マニフェストと違うんじゃないかということではな

い質問も全て合わせると 110件、それを単純に割ると 0.75％ということで、１％にも満たな

い程度の問い合わせ、あるいは、ご質問が寄せられたということになるわけですけれど

も、この数字を見て、市民がその事実を知って、保険料を知って混乱した、あるいは、豊明

市政が信頼を失墜したというふうに判断いたしますか、お願いします。 

  

No.45 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.46 ○参事（神谷巳代志君）  

 このことが、信頼失墜といえる事態を招いたかどうかということでございますが、私どもと

いたしましては、そのような事態にならないよう、日々業務を遂行しているところでございま

すが、最終その判断は、市民の皆様によるところだと考えております。 

 終わります。 

  

No.47 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.48 ○１２番（山盛左千江議員）  

 １万 4,600人の中の全て、４月、７月、まあ同じ人がダブっているかもしれないですよね。

それでも合わせて、大目に見ても 110人なわけですよね。 

 この方たちからの問い合わせがあったということで、行政が信頼失墜して、市長が問責

に遭うというか、それを受け入れなければいけない状態だとすれば、常に問責であり、常

に豊明市政は混乱しているというふうになるんじゃないかと、私は判断いたします。 

 意外に数字が小さかったので安心したというか、そんな印象を持ちました。 



 ところで、その保険料の確定とかのお知らせを、各 65歳以上の方にされたときの資料と

いうか、これ２つありますね。 

 こちらのほうの小さいほうの紙が４月の段階で、このカラーのほうが７月の段階で出され

たものですね。 

 これ両方見ても、市長のマニフェストで 10％軽減するというふうに言いましたが、その

10％は４期の皆さんの保険料から一律 10％ではなくて、新しく改定された保険料の総額

から 10％を軽減して、さらに、低所得者の方に手厚くしたために上がる人もありますよと

か、そういう議会でまさしく問題にされたこと、市民に説明が足りないんじゃないかと言わ

れたことが、この２回のお知らせの中に入っていないんですよ。 

 たとえ、その問い合わせの件数が少なかったとしても、やっぱり私は議会でそういうこと

を指摘されたわけですから、この中にわかりやすく説明をしておくべきであったと思うし、そ

うであるならば、もっと問い合わせの件数は少なかっただろうというふうに私は想像するわ

けです。 

 市長のマニフェストということだけではなく、議会でこのように紛糾したことについての市

民への説明責任のあり方というものを、もう一度、考え直すべきではないかと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

  

No.49 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.50 ○参事（神谷巳代志君）  

 ４月の仮算定、それから７月の本算定のときのチラシ、パンフレット等につきましては、確

かに市長マニフェストの 10％軽減は入っておりませんですが、議員ご承知のとおり、この

本算定を送る７月前の６月１日号の広報で、２ページにわたりまして、新保険料のご説明

を詳しくさせていただいております。 

 その中で、この市長マニフェストの 10％軽減につきましても、ご説明をさせていただいて

おります。 

 その内容をちょっと広報から引用いたしますが、「急速な高齢化に伴う保険料の上昇を

抑えるため、介護給付費準備基金を取り崩すことで、本来の基準月額から約 10％の軽減

をし、基準月額 4,529円とします」といった内容で、図やグラフもおつけいたしまして、６月１

日号広報で詳しくご説明をいたしております。 

 その後、７月の本算定のときに、もっと詳細なパンフレットをおつけしたものでございま

す。 

 終わります。 

  



No.51 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.52 ○１２番（山盛左千江議員）  

 そうしますと、市民に懇切丁寧にわかるように説明をしたつもりであると。じゃ、７月に問

い合わせをされた方は、たまたま広報をごらんにならなかったのか、広報を見ていても、さ

らにわからなかったのかということになろうかと思います。 

 私が一番申し上げたいのは、行政が市民に対してこれからやろうとしていることを、いか

に正しくわかっていただくかという、その努力が足りていたかということなんです。 

 市長が議会で説明責任を果たすということは、もちろん必要なことですし、それはされる

べきだと思いますが、市長が全市民に言って歩くわけにもいきませんので、事あるごとに

490人の職員がその都度、市民からの問い合わせに対して正しく伝える、わかりやすく伝

える、そういった努力が十分なされていたのかなということを、１つ皆さんに気がついてい

ただきたいなという気持ちで、今回、質問をさせていただきました。 

 これからもいろんなことが起こってくると思いますけれども、特に問責まで出た事案でし

たので、きちっと最後まで説明をして、理解を求めるようにしていただきたかったというふう

に思っております。 

 今後、また介護保険のことについて地域に出向いて、あるいは、保健婦さんのすこやか

教室とか、いろんなところでご説明をする、そんなような機会を設けていかれるのか。もし、

そんな考えがあれば教えてください。 

  

No.53 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.54 ○参事（神谷巳代志君）  

 今後も、あらゆる機会を捉えまして、詳しいご説明をさせていただきたいと考えておりま

す。 

 終わります。 

  

No.55 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.56 ○１２番（山盛左千江議員）  

 それでは、保育園の待機児対策について質問をいたします。 



 子育て支援には、もちろんいろいろありますけれども、今やっぱり注目されているのは待

機児の問題だと思います。 

 その待機児を０にするということは、大変なことなわけですけれども、これは求められて

いる大きな使命ではないかと私は捉えております。 

 待機児の状況、過去３年間の７月の時点でですけれども、調べてみました。 

 平成 24年、それから 23年の２年間は、待機児は４名とありました。それから 22年は１

人、これはすべて年齢は０歳児です。大変少ない数字になっています。 

 ところが、希望の園が定員に達していて待機しているという数、まあ準待機児とでも申し

ましょうか、それは１歳、２歳、３歳児で、これは今年ですけれども、８名でした。 

 園さえ選ばなければ、かろうじて待機児は解消できるというところですね、１・２・３歳児に

ついては。 

 ０歳児については残念ながら、どこの園ももう満杯ですので、園を選ぶ、選ばないにかか

わらず、自動的に待機児に今現在なってしまっています。それで 15人ということになりま

す。今後も待機児は増えていくというふうに見込まれています。 

 それからもう一つ、ここ５年間の０歳から５歳の人口、それから入園率を調べてみまし

た。 

 ちょっと小さくて申しわけないですが、上のラインが０歳から５歳の人口です。右肩下がり

です。約 370人ぐらい減りました。 

 反対に下ですね、これは保育園に入園している園児の数です。ほぼ横ばいです。すなわ

ち、入園率が上がっているということが見てとれます。こういう状況です。 

 今度、これを年齢別に見ました。 

 一番下が０歳児、次が１歳、２歳、３歳児が黄色、４歳児が緑、５歳児が青ということで、

３、４、５については大きな変化はありません。子どもの数が徐々に減っていっているけれ

ども、この辺の入園率は余り変わっていない。逆に、０歳児が上がってきています。 

 それから、３歳、２歳もそうですね、じわじわと上がっています。 

 だから、年齢で見ると、０、１、２の入園率が上がっているということがわかります。 

 この０歳児の中には、待機児の 15名も入れました。こういう状況にあります。 

 ここで、豊明市は今、０歳児、後は１歳、２歳の待機児を抱えたりするわけですけれども、

どのように解消していくかということが課題になってまいります。 

 待機児を解消していかなければいけないという問題を抱えている中で、予算審査の中で

保育料の 10％軽減というのを、委員会の中で市長部局のほうから説明を受けましたが、

そのときの説明どおり、25年度から保育料 10％軽減は実施されるのかどうか、まず、その

確認をさせてください。 

 それから、軽減に伴う入園者の増加というものは見込んでいるのか。 

 もし、見込んでいるとするならば、それはどのような対応を考えているのか。 



 その３点、まずお願いいたします。  

  

No.57 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.58 ○参事（神谷巳代志君）  

 保育料の軽減につきましては、市長マニフェストどおり、私立も含めまして市内の保育園

全 13園で、平成 25年度から実施をする予定をいたしております。 

 ただし、既に今年度から延長保育料の無料化を、私立も含めて実施をしておりますの

で、その分も 10％に含めるため、保育料本体の軽減は５％強となる予定をいたしておりま

す。 

 そして、入園者の数の問題でございますが、保育園の入所のためには、もうご存じのと

おり、保育に欠ける事由が必要なため、保育料が軽減されたために、一気に多くの方が入

所されるとは想定をいたしておりません。  

 ただし、もし大幅に申し込みが増えた場合には、保育に欠ける事由の指数の高いほうか

ら順番に入園をいただくという、そういった考えを持っております。 

 終わります。 

  

No.59 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.60 ○１２番（山盛左千江議員）  

 保育料の軽減というのは、若い世帯の所得が厳しいので、少しでも負担を軽くしてあげ

ようという１つの理由と、もう一つ、豊明市の保育料が安いなあと、これは子育て期は豊明

で住まないかん、住みたいなあ、そういった外からの流入というのも、１つは狙いにあった

かと思います。 

 今のところは想定していないと、増加は想定していないということですけれども、ひょっと

したらということも、ちょっと私は心配しておりますので、推移を見守っていってください。 

 次に、待機児の解消策についてですが、どのような考えをお持ちでしょうか、お願いいた

します。 

  

No.61 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 



  

No.62 ○参事（神谷巳代志君）  

 豊明市の保育園につきましては現在、１歳児以上のクラスには待機はございません。 

 ただし、０歳児に関しましては例年、年度当初ですね、４月１日につきましては、待機はご

ざいません。 

 しかし、０歳児の場合、育児休業明けに、年度途中で入所を希望される方が多くいます。 

 そこで本市の場合は、公立保育園のみ、入所予約という制度を設けておりまして、年度

当初からの入所時の枠に０歳児、まあ余裕があればという条件で、育児休業明けの年度

途中の入所の予約を受け付けております。 

 本年度の場合、この入所予約の申し込みをされた方が25名で、そのうち８月入所の方ま

での 10名につきましては、入所ができました。 

 しかし、９月以降に育児休業が明ける９名の方は、入所ができないことになりまして、な

おキャンセルが６名おみえでございました。 

 そういった場合、私立保育園のほうの０歳児のほうの希望を出していただくこともござい

まして、本年度の場合、７月と８月に１名ずつ、私立保育園の０歳児のほうに入所すること

ができました。 

 ただし、こういった公立保育園にも私立保育園にも入所ができなかった場合には、そうし

た方につきましては、例えば市内にございます認可外保育所を利用していただくことがで

きます。 

 市といたしましても、認可外保育所には、１人当たり月額２万 4,800円の委託料をお支払

いして、保育に当たっていただいております。 

 以上です。 

  

No.63 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.64 ○１２番（山盛左千江議員）  

 今の答弁が待機児解消策なんでしょうか。認可外のほうにも補助金を出しているので、

そちらでということなんですけれども、認可外保育園の入園状況というのは、ご存じでしょ

うか。 

 まだ若干の余裕があります。もう満杯ということであるならば、本当に待機児なんですけ

れども、そうではないですね。 

 認可外に入れるんだけれども、待機を選択してしまった人がいるという、そこのところが

まず１つ、私は問題だというふうに思っていますが、その理由は何だと思いますか。 

  



No.65 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.66 ○参事（神谷巳代志君）  

 私どものほうも、待機児なのに認可外保育園、所にも入らないという方が、まあどんな理

由なのかということで、いろいろ内部で検討いたしましたんですが、１つには、ハローワー

クから育児休業期間中に給付をされます育児休業給付金、これがあると思います。 

 年度途中に育児休業が明ける方は、まあそういった給付金が出ますので、年度いっぱい

は、この育児給付金を受給しながら、ご自分でお子様を育てていただきまして、年度が明

けた４月には当然、１歳児ですので、100％入所ができるといったことで、そういった選択肢

を選ばれる方もみえると思います。 

 それからまた、認可外保育所は０歳児に関しましては、保育料の関係が月額５万円以上

ということで、保育料が高いという理由もあるかとも思いますが、これにつきましては、公立

保育園につきましても、例えば０歳児の保育料ですと、フルに共働きをされているご家庭

では、その所得からいきますと、この世帯が一番多いんですが、その世帯ですと、０歳児

ですと月額５万円以上の保育料となっております。 

 それからもう一点、認可外の保育所ということで、若干心配をされる方等々がおみえにな

るかと思います。 

 ただし、この認可外保育園といっても、これは認可されてないというのは、その規模が一

定以上の規模でないからということで、まあ認可されてないということで、当然、県の監査

も入っておりますし、県や市の指導もございます。 

 それから、こういった認可外保育所を経営しているＮＰＯ団体もございますので、そういっ

たＮＰＯ団体を育てなければいけないということで、ぜひ、そういった認可外保育所も利用

いただきたいというふうに考えております。 

 終わります。 

  

No.67 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.68 ○１２番（山盛左千江議員）  

 ハローワークに相談をされて、給付をいただくということになると、待機児ではないので、

そのカウントから抜けていくんじゃないかなというふうに私は理解するんですけれども、今

実際のところ、待機児がいらっしゃる。そこをどうするかというのが、今の回答で本当に解

消されるのかどうかということです。 

 長久手が、この９月から家庭保育制度実施ということで、新聞に報じられていましたよ



ね。まあご存じだと思いますけれども、そのことについてちょっと調べてみました。 

 市から１人に対して 12万 2,000円ですか、補助金が出るそうです。豊明市の認可外は２

万 4,600円ですか、800円でしたか、ということですので、この差がやっぱり大きい。 

 すなわち、その保育をされる側の負担、後は保育料にも、また影響してくるのではないか

なというふうに、１つ思います。 

 それから、高浜市がもう 10年も前から、そういった似たような事業をなさっていました。 

 これは、それこそＮＰＯ団体が公共施設を利用されて、子どもたちを預かるという事業な

んですけれども、これについては１人６万 6,000円、市が補助をしておりました。 

 その６万6,000円は何からかというと、全てのかかる経費から保育料を引いた残りを補助

するという、そういう計算の中で６万 6,000円、１カ月１人当たり補助をされているという、ま

あ委託ですので、補助とはちょっと違いますが、とりあえず、そのお金が支給されている。

公共施設で家賃を取らずにというところも、１つポイントかというふうに思います。 

 せっかく近くでこういう情報がありますので、豊明市もこんなことも考えてみてはどうかな

と思うんですけど、いかがでしょうか。 

  

No.69 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.70 ○参事（神谷巳代志君）  

 貴重なご提案、ありがとうございます。そこら辺もいろいろ研究をしてみたいと思います。 

 それで、豊明市の待機児数につきましては、もちろん、決して多いほうではないというふ

うに考えております。 

 先ほども申しました年間、１桁、２桁、10人ちょいですか、というような人数でございまし

て、その方たちも、そういった育児休業給付金を受けていただく、そういった選択肢もござ

いますし、あと今後、待機児童数が増えてきたりした、そういった今後の状況、推移を見な

がら、内容についてもっと検討してまいりたいと考えております。 

 終わります。 

  

No.71 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.72 ○１２番（山盛左千江議員）  

 「今のところは大したことないので、待機しておいてもらえ」ということなのかなと聞こえち

ゃうんですけれども、今後増えてきたら検討すると。 どのくらいまで増えたら検討するんで



すか。何人が検討のボーダーラインになるんですか。 

  

No.73 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.74 ○参事（神谷巳代志君）  

 一概に、そういった数字では今考えておりませんが、やはりそういった声を大きく皆さん

からいただくようなことになれば、当然検討していかなければならないと考えております。 

 終わります。 

  

No.75 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.76 ○１２番（山盛左千江議員）  

 「皆さんからの声」というふうに言われるんですけれども、豊明市の児童課のホームペー

ジを見て、全部満杯だというような情報を見れば、「あっ、これはだめだな」と諦めるんです

よ。そこをこじ開けて、「預かってください」って言わないんですよね。 

 だから、この７月、８月の段階で、０・１・２歳がもう既に待機児状態になるということを、市

民の方が知られれば、それでもうだめなんですよ。 

 だから、そんなにめちゃくちゃ、年度の初めにどおーんと申し込みがあった。ああ、もう受

け入れないという待機は、それはないように今一生懸命工夫をされているもんですから、

そうじゃなくて、後から出てくる部分については、なかなか私、数字は膨らまないっていうの

かな、遠慮されるので、そういったものだということを認識して、働く若い世帯を、どう支援

するかというのを考えていただかなきゃいけないんだというふうに思います。 

 新城が０歳から５歳の保育料を無料にすると。昨日、知立でしたか、あっ、けさか、どっか

近隣でも、また、そういう記事が載ったということを聞いて、わあっ、みんなすごいね、保育

に力を入れて若い世帯、子育て中の人たちを、自分のまちに呼び込もうという、そういう動

きが出てきたなというのは、本当にひしひしと感じていますので、増えてきたらではなくて、

どのように呼び込むか。 

 そして、きちっと働いて、女性も働いて、収入を得て、税金を払うなり、消費を増やすなり

していただくか、そういうサイクルに入っていただきたいなというふうに思っております。 

 これは増えた数字がわかりませんが、また、じっくりお話をしていきたいと思います。 

 待機児の受け入れになっている認可外保育所の補助金についてなんですけれども、先

ほど申し上げましたように、長久手は１人預かると 12万 2,000円です。５人以上預かるとこ



ろについては、家賃補助が７万 5,000円あります。それから、初期の開設のための準備金

135万円、それも市が用意をしています。 

 保育園１つつくるよりも、このほうが安くて済むということもあろうかと思いますが、長久手

市はそういう努力をしています。 

 で、豊明市の保育料について、私なりに計算をさせていただきました。 

 公立保育園の１カ月あたりの１人にかかる保育料は７万 4,000円でした。これは０歳から

５歳まで全部ですので、小さい子はもちろん高いし、大きい子は安いですよ。本当に全く機

械的に割った計算です。 

 民間、むつみ、からたけ、マミーナの保育料は９万円ほどかかっています。高いです、な

ぜかしら。で、ある無認可保育園は５万円弱でした。この違いは何なのかなんですよ。 

 通常、民間にお願いすると、同じ価格でよいサービスをしていただける。あるいは、同じ

サービスを安価でしていただけるということをイメージすることが多いんですけれども、豊

明の場合は、どうも民間と公立のこの数字を見る限り、そういうふうにはなっていないよう

に見えるんですけれども、その理由はどういったところにあるのか、ご説明をお願いいたし

ます。 

  

No.77 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.78 ○参事（神谷巳代志君）  

 公立と民間の１人当たりの保育料、まあ経費が違っていると。これはいろいろ分析させて

いただきましたが、３点ほどあると思います。 

 まず、民間は３園、０歳児の定員が非常に多いということです。 

 公立、私立を合わせまして、０歳児の定員は 51名でございますが、このうち公立のほう

は24名、私立、たった３園で27名ということで、当然０歳児につきましては職員配置、人数

が要りますので、そういった面で職員数が多いということが１点。 

 それから、公立と比べまして、民間保育所、保育園、正職と臨職の割合が違うということ

がございます。やっぱり正職の割合が多いということがございます。 

 それから、これ民間保育園は３園しかございませんので、例えばその中の１園が、やは

り結構年齢の高い職員が多くみえるということで、そういった１園が全体の平均をかなり上

げているかというふうに思います。 

 それで、私立の保育園につきましても、その労働環境からいきますと、常に若い職員を

入れろという話にはなりませんので、当然、そういった保育園によっては、高い年齢の職

員が多い、そういった構成になってくるものかと思います。 

 終わります。 



  

No.79 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.80 ○１２番（山盛左千江議員）  

 私も、認可外の場合は、０、１、２を預かるもんですから、その人数をちょっと調べてみま

した。 

 認可外と公立の全部の０・１・２歳児の人数を、それぞれ預かっているところで割りまし

た。民間は両方合わせると 33.7％、０・１・２歳児の定員が、ごめんなさい、間違えました。 

 ０、１、２の 23年度決算の人数ですが、１カ月あたり 589人預かっていました。それを３園

で預かっている 119名で割ると、約 20％です。 

 じゃ、認可外はどうなのか。認可外は同じく 589人を預かっていらっしゃる 239で割ると

40％、倍なんですよ。 

 同じように小さい子を預かっているのに、倍も預かっているのに、片方が９万円で、片方

が５万円弱。小さい子を預かっているから高いんだというのは、認可外と比較すると全く成

り立たないんですよ。 

 これは何が言いたいかというと、認可外がいかに安いかなんですよ。市が補助している

金額が、いかに安いかということを言いたいんですよ。 

 むつみ、からたけ、マミーナのお金を抑えよと言っているわけじゃないんですよ。年齢の

高い人を首にしろと言っているわけじゃないんですよ。 

 いい保育をしていただくために必要であれば、それはやっていただければいいけれど

も、認可外がなぜこれほど安いコストでやられているかという、そこのところに、ちゃんと目

を向けていただきたいということを申し上げているわけです。 

 24年度の保育単価ですけれども、20人までのところの小規模保育、国が出した保育単

価の人件費ですけれども、１人当たり１カ月 21万 2,000円というのが保育単価ですね。１・

２歳児だと 14万 5,000円ぐらいということです。 

 この数字からいくと、今、認可外保育園に出していただいている２万 4,600円ですか、800

円ですか、それがどうなのかということなんですよ。 

 ある共同保育所の話によりますと、当然運営ができないので、お祭りでバザーをやった

りして、100万以上稼いで何とかやりくりをしていると。 

 で、石川市長は新しい公共をというふうに大きく打ち立てていらっしゃいます。新しい公共

というのは、その善意の人、豊明市のサービスの欠けたところを、待機児としてあふれると

ころを受け入れてくださる人たちに、必要以上に汗を流して、あるいは、無理を強いてやっ

ていただくのが、新しい公共ではないと私は考えています。 

 その中で、今のこの補助金のあり方、０歳でも２歳でも同じ一律の補助額、これどう思い

ますか。見直しの必要があると思いますが、お願いいたします。 



  

No.81 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.82 ○参事（神谷巳代志君）  

 現実に今、認可外保育所につきましては、市からの委託料２万 4,800円と、それからご本

人からの保育料、まあ５万円強ですか、この合計額で実際運営をされておるということと考

えております。 

 したがいまして現行では、そこら辺のところはまだ値上げ等は考えていないんですが、そ

ういったご要望等を認可外保育所の実際現場の方たちからお聞きをしたいとは思います

ので、そういった認可外保育所、今３園にお願いしておりますが、そういった方と、そういっ

たお話し合いをさせていただく場は持ちたいなというふうに考えております。 

 終わります。 

  

No.83 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.84 ○１２番（山盛左千江議員）  

 私は３園回ってお話を聞いてまいりました。 

 その中で、これはやはりきついと。特に、年度の前半の部分は、もうほとんど赤字だそう

です。徐々に待機児が増えてくるので、受け入れ人数が多くなってくるので、何とか採算が

とれてくる。１年トータルするとかつかつ、あるいは足らないとか、バザーとかやっていらっ

しゃるわけですけれども、そういう状況ですね。 

 もう一つの園は、認可の保育園を持っていらっしゃるので、そこからある程度回ってくる

ので、認可外のほうの経営も何とか息がつけているということも聞きました。 

 ここがおかしいというふうな認識を持って話し合いに応じていただかないと、私は難しい

と思います。 

 今後、待機児が出てくるわけです。それを解消しようと思ったときに、今の私立の保育園

の定員を増やすのか、それとも公立を増やすのか、そのことを考えたときに、よそがやって

いるように家庭保育とか、家庭室保育ですか、とか豊明のような認可外、そういったところ

を、弾力的に受け入れてくださるところを、うまく利用していく、生き延びていく、そういった

方法を模索するのが一番大切かと思いますので、話し合いをするというお約束をしていた

だきましたので、これは来年度予算に向けての話し合いだというふうに理解してよろしいか

どうか、この点、確認させてください。 



  

No.85 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.86 ○参事（神谷巳代志君）  

 ３園のうち、もう１園は 10月にお話し合いを持つ予定をいたしておりますので、ほかの２

園につきましても、同時期に話し合いをさせていただきたいと考えております。 

 終わります。 

  

No.87 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.88 ○１２番（山盛左千江議員）  

 すみません、私の持ち時間は何時までだったでしょうか。 

  

No.89 ○議長（安井 明議員）  

 11時 50分ぐらいだと思っています。 

  

No.90 ○１２番（山盛左千江議員）  

 50分ですね。はい、ありがとうございます。 

 消費税と、それから社会保障の一体改革の中で、子育て支援もいろいろと変化をしてま

いります。その中に、子ども子育て支援法というのが、これは通ったほうのやつなんですけ

れども、あります。 

 そこに、子育ての支援事業計画というものを市がつくることになっています。その中に

は、もちろん放課後子ども教室的な、学校の放課後の子どものも入っているし、待機児と

いうのも、やっぱり国は大きく捉えています。 

 都市部のように、何百人、何千人というふうに待機児がいるわけではありませんけれど

も、やっぱりこの点についても国は力を入れていくという方向が、もう示されています。 

 それで、子育て支援の事業計画をつくって、その事業計画にのっとって進めていけば、

国からの補助金が出るんですね、国・県からね。多分、そういう仕組みになってくるんじゃ

ないかと。 

 市の支弁というか、支払いすべきという、そういう法律の条項もありまして、全部市で持

てというふうに書いてないので、多分出てくるんだろうと。割合はまだわかりませんけど、も

っと法律の奥の方を見ていかないとわかりませんけれども、そういった動きになろうかと思



います。 

 とするならば、豊明市の待機児をきちっと把握して、それに対してどういうサービスが必

要である。だから、これだけの施設をするためには、国や県の補助もいただきたいと、いた

だけるようなというのかな、そういう計画づくりをしていかないと、消費税は 14年の８月でし

たっけ、９月だったっけ、最初はね。あっ、10月でしたっけ、始まりますので、それにあわせ

て、この法律を施行されていくんであるならば、余りのんびりしていられないなというふうに

思います。 

 先ほど、待機児が増えてきたら検討するとか言われましたけれども、そういうことではな

く、攻めの形で計画づくりにも早目に着手していただきたいなというふうに思うんですけど、

まだ、ほやほやの情報ですし、８月 22日の官報に出ていたものですので、研究の余地は

十分あると思いますけど、そういった点については、どのように捉えていらっしゃいますで

しょうか、お願いいたします。 

  

No.91 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 神谷参事。 

  

No.92 ○参事（神谷巳代志君）  

 そういった子育て支援計画、これからしっかり検討してまいりたいと考えております。 

 それで、待機児の対策としては、先ほど認可外保育所のことを申し上げましたが、例え

ば今、公立保育園 10園のうち４園でしか０歳児の保育をやっておりませんが、その一番大

きな理由は、０歳児保育用の保育室がないということが、一番大きな問題でございます。 

 そういったことで増築以外にも、例えば今の空き保育室の改修等で、それができないか

というようなことで、公立保育園での０歳児の定員の増、それから民間保育園の定員の

増、それから認可外保育所への入所等、総合的に考えてまいりたいと考えております。 

 終わります。 

  

No.93 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.94 ○１２番（山盛左千江議員）  

 ちょっとまた、答弁が前に進んだというふうに思います。 

 公立保育園の空き保育室を利用してというのも、市民にとってみれば、やっぱり公共が

保育を担っていただくというのは、大きな安心感につながろうかというふうには思いますけ

れども、何といってもまた、そこで一度正職を雇うと、退職されるまで保育士がいらっしゃる



ので、今後少子化が進んできたときのことを思うと、なかなかちょっと心配もあります。 

 かといって、臨時職員ばっかりで対応するのも、やっぱりこれは、決して褒められたバラ

ンスではありませんので、ここでまた、新しい公共を持ち出してはあれかもしれませんが、

高浜市さんがやられていたように、公共施設をその団体の方が利用して、そういった弾力

的な保育をやっていただくという、そういう方法も検討されてはどうかなと。 

 公立でしかできないことは公立でやればいい。でも、どこででもやれることであれば、そ

の保育の質さえきちっと守られるのであれば、少しずつ委ねていけばいいのかなというふ

うにも考えますので、これからさらに、公立の拡大ということに踏み切っていいのかどうか、

その決断は職員の定数削減とも絡んでまいりますので、じっくり取り組んでいただく必要が

あるかというふうに、お願いというか、注文をつけておきたいと思います。 

 あと、そうですね、じゃ待機児の問題は、ここで区切りとしたいと思います。 

 ３つ目の質問、小浮新副市長にお尋ねいたします。 

 副市長の就任は新聞で大きく取り上げられまして、多くの市民が期待のまなざしを向け

ていると思います。 

 公開選考会、それから新聞記事、さまざまなところで、副市長さんのお人柄だとか考え方

など、かいま見られたように私は思っております。 

 それでも、堀田議員ではありませんが、副市長のことをもっと知りたいと思っている方

は、たくさんいらっしゃると思うので、堀田議員とは少し視点は違いますけれども、いろいろ

聞かせていただきたいと思います。 

 まず、就任して２週間ほどたちました。先ほど、堀田議員も聞かれましたけれども、豊明

の印象はどんな印象を持たれたか、まず聞かしていただいていいですか。 

  

No.95 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 小浮副市長。 

  

No.96 ○副市長（小浮正典君）  

 まあ 17日から豊明のほうにずっとおりますので、２週間以上たっておるんですけれども、

先ほど、市役所の中のほうのお話は、ちょっとだけ触れさせていただきましたんで、市役所

の外の話をさせていただこうと思います。 

 私の一番の驚きは、もちろん新聞記事で取り上げていただいた、顔写真つきで取り上げ

ていただいたということもあるかと思うんですけれども、まちを歩いていて、かなり声をかけ

られるんですね。これは市の職員じゃなくて、一般の市民の方です。 

 私がいろんなところで食事をしたりするときも、「ひょっとしたら、副市長さんじゃないです

か」といったことも、結構言われるんですね。 

 私、これまで京阪神の部分と、あと首都圏、まあ非常に都心部で暮らしてきたんですけ



れども、基本的に市民の方、まあ私も含めてそうだったんですけれども、市民の方が役所

の人間に声をかけるというのは、もうほとんどまず考えもしない、そういったことだと思うん

です。 

 ただ、ここではそうじゃなくて、気軽に声をかけられるといったことがあると思うんですね。 

 これはやはり１つには、豊明市というのは、本当に人口も面積もコンパクトで、市民の皆

さんが自分は豊明の市民だという意識が非常に強い。だから、副市長がどんな人間にな

ったのかということにも関心が強くて、新聞もそういった形で読まれたのかなというふうに

印象を持っています。 

 そういった意味では、やはりそういった市民の方、非常に関心を持たれているわけです

から、潜在的な市民の方の市政に対する興味あるいは関心、まちづくりに参加していただ

ける何ていうのか、潜在的な力というのは、あるんだというふうに思っているんですね。 

 ですから、そういった力を引き出していくということは、私もそうですし、市長以下職員の

基本的にやっていかないといけない仕事だなというふうに思っています。 

 以上です。 

  

No.97 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.98 ○１２番（山盛左千江議員）  

 市民の政治に対する潜在的力、関心が高いというふうに言っていただくと、何かこそばゆ

い感じがいたしますが、質問に入ります。 

 民間の企業に長く、まあ豊富な経験をお持ちですけれども、行政と民間との違いについ

て、どのように捉えていらっしゃいますか。 

  

No.99 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 小浮副市長。 

  

No.100 ○副市長（小浮正典君）  

 まず、同じ点ということを考えますと、やはり行政と民間もサービスの受け手、そのニー

ズに応えるといった意味では、もうこれは基本的に同じだというふうに思います。 

 ただし、民間は今の時流を捉えて、今のお客様が求める商品、サービスを製造し、ある

いは、そのサービスを提供してということを第一に考えます。これは、私の前の会社もそう

でした。 

 ただ、これに対して行政は、やはり中長期的に市民のニーズに応えていく必要があるの



かなというふうに思います。 

 これは、お客様というのは本当にどんどん変化していくんですけれども、それに対して住

民というのは、多くの住民は何年、もっと言うと、何十年もずっと豊明市に住まわれるわけ

ですから、そういった方々の将来についても、行政は責任を持ってやっていかないといけ

ないといったことがあるんだろうというふうに思います。 

 あと、さらに言うと、先ほども答弁で触れましたけれども、行政はやはり民間と違って、そ

の地域が要するに運営が難しくなったからといって、事業を撤退することができない。 

 例えば民間であれば、工場のコストが高くなる、あるいは、円高によってうまくいかない

ので、海外に拠点を移すといったことは、まあある意味、当たり前のように行われているん

ですけれども、それは行政では絶対許されない。その地域から絶対逃げられない。 

 どんなに財政がしんどくなっても、それは財政を工夫して、行政として市民の方々のサー

ビスの期待に応えていかないといけない、そういった責任があるんだろうというふうに私は

捉えています。 

 まあそういった意味では、行政というのは民間より難しいなといったことは、基本的に私

は考えております。 

 ですから基本的に、民間というのはある意味、環境の変化を捉えて、その環境の変化に

いかに応じていくか、スピーディーに応じていくかというのが、一番問われるんですけれど

も、行政のほうは継続性という観点も必要であって、その継続性を踏まえながら環境の変

化を捉えて、今現在、一番問題なのは少子高齢社会がどんどん進んでいくということだと

思うんですけれども、それについて新しい施策を考えていく必要があるといったことだとい

うふうに思います。 

 ですから、この市政の中で仕事をしていく中でも、今まで蓄積されたノウハウとか、そうい

ったものがあると思います。 

 そういったものに、いかにいろんな改革というのを入れていくのか、そういった形のやりと

り、かじ取りが必要になってくるのかなというふうに思っています。 

 以上です。 

  

No.101 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.102 ○１２番（山盛左千江議員）  

 私もちょっと聞いた以上は、自分の中でも答えを持っておこうと思って考えてみたんです

が、違うところはやっぱり倒産しないところですね。 

 それから、職員に対しては定年まで首にならぬと、リストラがない。 

 それから、給料も基本的に条例にあってだんだん上がっていく。 

 その２つは、民間と大きく違うところかなというふうに思っています。  



 共通していなければいけないところについては、まあ先ほど言われた市民のニーズと

か、顧客満足度はもちろん一緒ですけれども、コスト意識の部分ですね。 

 行政はちょっと立ちおくれているんですけれども、その部分は、行政も同じように持たな

ければいけない部分だろうというふうに思っています。 

 それからもちろん、それにセットで事務の改善ですね。常に市民のニーズ、それからコス

ト意識も持って変わるという、そういった意識が民間に学ばなきゃいけない、行政が持つべ

き部分だろうというふうに考えました。 

 そういったふうに行政が、それなりの責任と認識を持って事業を執行していく中で、市民

が満足を持つ、その政治にというのかな、市役所に満足を感じるときは、どんなときだろう

というふうに小浮さんはお考えでしょうか。 

  

No.103 ○議長（安井 明議員）  

 小浮副市長。 

  

No.104 ○副市長（小浮正典君）  

 これは民間と同じですね。要するに、自分が期待したサービス以上のサービスが、市の

ほうから、まあ行政のほうから与えられることだと思うんです。 

 これを言いますと、私がスーパーの業界にいた関係もあるんですけれども、スーパーの

業界というのは、お客さんにいかにリピートして、何度も来ていただくお客さんを、いかにつ

かまえるか、もうこれにかかっているんですね、営業は。 

 スーパーというのはすごく利益率が低いです。これはメーカーと全く違う点です。 

 ですから、その利益幅が非常に低い中で、どんだけ利益を上げていくかというのは、何

度も何度も確実も来ていただくお客様というのを、確実に捉えていくといったことだと思うん

です。 

 で、市民のサービスで、市民の方が満足いただけるためにも、市民が何らかのサービス

を受けたときに、次に来ていただくとき、あるいは、次に何らかの市政の取り組みに来てい

ただいたときに、よりよくなっている、前より悪化してない、よりよくなっているということが必

要なんだと思うんですね。 

 これは民間も行政も含めて、豊明市の行政もやっていますけれども、やはりＰＤＣＡサイ

クル、きちんとですね、やりっぱなしではなくて、ＣとＡの部分ですね。 

 どうしても、このＣとＡの部分というのは、やらなくなってしまうことが多いんですけれど

も、きちんとチェックして、何がだめだったのか、きちんとそれを修正して、Ａの部分です

ね、ちゃんとそれを皆様のほうに、そのサービスを受けていただく側にフィードバックして、

きちんとまた改善していくといったことが、必ず必要なんだろうというふうに思います。 

 以上です。 

  



No.105 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。  

  

No.106 ○１２番（山盛左千江議員）  

 じゃ、次に行きます。 

 「小さな政府・大きな行政」、「新しい公共」という、まあそれをこれから実現していくため

に、必要だと思われる改革、挑戦してみたいなと思っていらっしゃることはどんなことなの

か、お聞かせください。 

  

No.107 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 小浮副市長。 

  

No.108 ○副市長（小浮正典君）  

 「小さな政府・大きな行政」については、今回の一般質問の中でもいろいろ出てきていま

すけれども、やはりもうサービスレベルを低下させることなく、人件費など、そういった固定

的な支出を、少しずつ押さえていかないといけないといったことだと思うんです。  

 豊明市は、行政経営部を中心に、市の施設の運営などにおける民間活力の導入、ある

いは市の機構改革、あるいは各課、各係における業務工程の見直し、この三点セットをや

って、そういった固定費を減少しながら、なおかつサービスを低下をしない。 

 もっと言うと、それをもっと恒常的にできるような形にできないかということを検討している

状況でございます。これは私自身の考えだと同じだと思いますね。 

 これを、１～２年の間にやっていかないといけないという意識を私自身も持っていますし、

職員も持っています。これを職員と一体となってやっていかないといけないということだと

思います。 

 これに関連して、市長がいつも言われる「新しい公共」という部分ですね。 

 これは先ほど、山盛議員もおっしゃっていたように、やはり行政だけではなくて、これから

は民間企業とか、あるいは団体、学校、あるいは住民の皆様、そういった方々に、どんど

ん役割分担をしていただく必要が出てくるんだというふうに思います。 

 団塊世代はどんどん、いわゆる 65歳以上の高齢者に順次なっていく形になるんですけ

れども、この方々はいろんな健康上の統計を見ても、歩行能力とかそういったものは、10

年前、20年前と比べてはるかに高いという数字があると思います。 

 ある意味、元気なご高齢の方がこれは増えていく。これは豊明でもそうだというふうに思

っています。 

 そういった意味では、元気なご高齢の住民の方々のやる気、そういったものをいかに後



押しできるか。その社会貢献活動をやるときに、そのきっかけづくりをしたりとか、あるいは

今現在、活動されている団体にいかに引き合わせるのか、そういったことを、市のほうとし

てはどんどんやっていかないといけない。 

 サービスをただ提供するというだけではなくて、そういったコーディネーター的な役割、そ

ういった視点がこれからの市政には求められていくんだろうと。そのためには、何をやって

いるのかわからなければ、何もしようがないと思うんですね。 

 そういったことでは、やはり情報の発信、公開をどんどん進める。それによって情報を提

供する。 

 先ほども申し上げたように、そういった形で一度じゃ、やってみようかと思われた市民の

方が参加いただいたときに、満足していただけるものにしておく。満足いただけなかったと

しても、それをきちんと情報をフィードバックして、次回はこういう形にやりますと、きちんと

情報公開をして、次回はもっと満足いただけるものにしていく。 

 そういったことで、先ほどもＰＤＣＡサイクルと言いましたけれども、そういったことを、市の

職員全員が意識を持ってやっていないといけないというふうに思っております。 

 以上です。 

  

No.109 ○議長（安井 明議員）  

 山盛左千江議員。 

  

No.110 ○１２番（山盛左千江議員）  

 「小さな政府・大きい行政」、「新しい公共」というのは、国が言い出したときには下心とい

うか、結局、行政が担うべき仕事を、ちょっとでも安上がりにしたいという、そういう思惑が

当然裏にあったわけですけれども、そんなところに乗っていても地方自治体はつまらない

ので、逆手にとって私はいけばいいかなというふうに１つ思っていて、その「小さな政府・大

きな行政」、「新しい公共」は、民主主義の確立であったりとか、自治意識の向上であった

り、そういったところの中に含まれているというふうに思うんです。 

 それで、市民がリピーターになるというか、その満足するという部分においては、私は自

分が行政に働きかけた、あるいは、市民の困っていらっしゃる方たちに何か手を差し伸べ

た、それをやったことの感動であったり成果がやっぱり返ってくる。そういう自分がこのまち

を動かしているというのかな、その中で重要な存在であるという、そういう意識を持ってい

ただけることが最大の何か魅力であり、満足度ではないかなというふうに思うんです。 

 安ければいいに決まっているし、たくさんのサービスをいただければいいに決まっている

んですけれども、そういう流れていく、済んでいくものじゃなくて、自分の中に蓄積していくも

の、その中に満足が膨らんでくるというのが、ひいては市民力にもつながってくるので、そ

こをどう仕掛けていくかという部分ではないかなというふうに私は考えているわけです。 

 そうしていくために、豊明市には市民提案型まちづくり事業というのがあります。 



 今年ももう選定も済んだんですけれども、１事業上限 15万円で、３つまでで 45万円しか

予算がないもんですから、これがあります。 

 たくさん今回、また人気があって申し込みがあったんですけど、もちろん３つの事業しか

選ばれませんので、後は残念ながら、この事業の恩恵にあずかることはできなかったんで

すけれども、この中身を見ますと新規事業に限るとか、あと、既存の事業であっても、事業

の内容がモデル的なものに限るとか、いろいろ制約があるんですよね。 

 まず額が小さ過ぎるというのが、私はもう一番なんですけれども、いろんな条件をつけぬ

でもいいのになという、市民が自分たちの課題や、地域の課題や、自主的に何かやろうと

思ったときに、15万円で何やってくれるんだろう。それで市民力がつくんだろうか、本当の

公共の担い手になってもらえるんだろうかと。 

 私は、この事業の趣旨や考え方、狙いはいいんですけれども、やり方が中途半端どころ

じゃないなというふうにいつも思っているんですが、何年間もこういう金額で進められてい

ます。 

 小浮さんが、これからの新しい公共なり市民の満足度、豊明で生き生き、どんどん 65歳

以上の人も含めて、まちの力になろうというふうに考えてくださるためには、どんな仕掛け

を、これのアレンジでももちろん構いませんし、全くそうじゃなくてもいいんですけれども、ど

んなことを考えていらっしゃるか、教えていただきたいのが１つ。 

 もう一つ、もう時間がなくなっちゃったのでごめんなさい。 

 事業仕分けの市民の投票が…。 

  

No.111 ○議長（安井 明議員）  

 発言の途中ですが、残り時間が１分 30秒です。 

  

No.112 ○１２番（山盛左千江議員）  

 ああ大変。34件でした。 

 それを、いかに小浮さんが担当だったら、もっとたくさんの投票をしていただけたか、その

２つ、ごめんなさい、時間のないところでお願いします。 

  

No.113 ○議長（安井 明議員）  

 答弁を願います。 

 簡潔にお願いします。 

 小浮副市長。 

  

No.114 ○副市長（小浮正典君）  

 先に、34件のほうを言います。34件のほうは具体的に考えています。 



 窓口のほうを何ていいますかね、投票とかそういった形でやらないといけないときは、１

階の正面玄関入ってすぐのところに、例えば投票箱を置けるようにする。 

 このためには、どっかの課に負担がかからないように、各課から応援を順番に出してもら

って、それで順送りにやっていくと。期間とか時間とか限定すればやれると。 

 さらにもっと言うと、例えば駅前にそのまま、ある意味、私自身が実験的に投票箱をぶら

下げて、「投票してもらえませんか」といったこともありだと思うんですね。 

 これは、募金活動をやっているのは、大体そういった形でやっていますから、あれは恐ら

く募金活動をやっていらっしゃる方々は、それは効果が高いから、そうやっているんですか

ら、そういったことも導入する必要があるというふうに思っています。 

 どんな仕掛けが今後必要かということですけれども、私自身は会社を興してわかったん

ですけれども、最初の設立するときの、スタートのときのメンバー集めとか、あるいは…。 

  

No.115 ○議長（安井 明議員）  

 答弁の途中ですが、時間がほとんどありません。 

 （発言する者あり） 

  

No.116 ○議長（安井 明議員）  

 もうよろしいですか。 

 （終了ベル） 

  

No.117 ○議長（安井 明議員）  

 これにて、１２番 山盛左千江議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回は９月７日午前 10時より本会議を再開し、議案質疑…。 

 山盛議員、ちょっと座っていてください。 

 午前 10時より本会議を再開し、議案質疑・委員会付託を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 長時間ご苦労さまでした。 

 
午前１１時５０分散会 
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